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毎 月 １ ０ 日 は 「 県 民 交 通 安 全 の 日 」
地域の交通事故情勢に応じた活動を行う日です。地域や職場、学校、家庭等で交通安全活動に取り組みましょう。

◇ 自転車乗車中死者の約６割は頭部に致命傷！

◇ ヘルメット非着用者の致死率は着用者の約２．２倍！

秋の全国交通安全運動
【実施期間】
９月２１日（水）～９月３０日（金）
※９月３０日（金）は「交通事故死ゼロを目指す日」です。

【運動の重点】
○ 脇見・ぼんやり運転等の追放
○ 子供と高齢者を始めとする歩行者の安全確保
○ 夕暮れ時と夜間の歩行者事故等の防止及び飲酒運転の根絶
○ 自転車の交通ルール遵守の徹底

自転車乗車中死者の人身損傷主部位
（Ｈ29～Ｒ３：全国）

ヘルメット着用状況別致死率
（Ｈ29～Ｒ３：全国）

令和３年度宮崎県交通安全ポスターコンクール
小学校下学年の部 佳作 三原禮花さんの作品

自転車のヘルメット着用が努力義務に！

入っていますか？
自 転 車 保 険

宮崎県では、宮崎県自転車条例
により、自転車保険への加入が
義務となっています。

自転車乗車中の小学生が歩行者と衝
突し、歩行者が重体となった事故の
損害賠償額（Ｈ25神戸地裁）

道路交通法が改正（令和４年４月２７日公布・公布から１年以内に施行）され、すべて
の年代で、自転車乗車時のヘルメット着用が「努力義務」になります。大人も子供も
自転車用ヘルメットを着用し、交通事故から命を守りましょう！

（％）

ツバのあるものや帽子型など、おしゃれなヘルメットも増えています。


